
判定委員会の開催及び事務の委任に関する要領 
 

平成１７年９月２４日 技術認定判定委員会決定 
 
この要領は、ＪＤＳＦ技術認定判定委員会規程に定める所掌事項を円滑に処理するため、会議

の開催方法及び事務の委任専決について必要な事項を定めるものとする。 

 

（会議の開催方法） 

第１条  委員長は、軽微な事項又は判定委員会を開催する暇がないときは、メールによる会議方

式により判定委員会を開催するものとする。 

２ メールによる会議を開催したときは、必要と認める事案については次の判定委員会に報告す

るものとする。 

（事務の委任専決） 

第２条  軽微な事項で事実の確認にとどまるような事務については、次に定める範囲であらかじ

め専決できる権限を委譲するものとする。 

（１） ＪＤＳＦ技術認定判定委員会規程第４条第１号に関するもののうちグレード６からグレ

ード３までに関することについては、主催者（主管者）に権限を委譲するものとする。 

（２） ＪＤＳＦ技術認定判定委員会規程第４条第２号に関するもののうちグレード６からグレ

ード５までに関することについては、技術認定部長に権限を委譲するものとする。 

２ 権限を委譲された者又はこれを代理する者は、専決した事項を次の判定委員会に報告するも

のとする。 

３ 第 1 項に規定するものであっても、異例又は重大な事案に類すると判断した場合には、権限

を委譲された者又はこれを代理する者は、専決をせず判定委員会にその判断を委ねなければな

らない。 

 

 
（施行月日） 

この要領は、平成１７年９月２４日から施行し、平成１７年９月１２日から適用する。 
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